
- -1

（
消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
（
閣
法
第
五
四
号

（
衆
議
院
送
付

）

）
要
旨

本
法
律
案
は
、
消
費
者
の
安
全
・
安
心
の
確
保
を
図
る
た
め
、
国
及
び
都
道
府
県
の
不
当
表
示
等
に
対
す
る
監
視
指
導
態
勢

を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
事
業
者
に
表
示
等
に
係
る
適
切
な
管
理
体
制
の
整
備
を
義
務
付
け
る
ほ
か
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、

地
域
の
関
係
機
関
、
民
間
団
体
等
の
間
で
消
費
生
活
相
談
等
に
よ
り
得
ら
れ
た
情
報
を
共
有
し
て
利
用
で
き
る
仕
組
み
を
創
設

す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
の
一
部
改
正

１

事
業
者
は
、
自
己
の
供
給
す
る
商
品
又
は
役
務
の
取
引
に
つ
い
て
、
景
品
類
の
価
額
の
最
高
額
、
総
額
等
の
景
品
類
の

提
供
に
関
す
る
事
項
及
び
商
品
又
は
役
務
の
品
質
、
規
格
等
に
係
る
表
示
に
関
す
る
事
項
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
に
必

要
な
体
制
の
整
備
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
事
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
し
て
、
そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
の
指
針
を
定
め

る
と
と
も
に
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
業
者
に
対
し
、
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
正
当
な
理
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由
が
な
く
講
ず
べ
き
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
き
は
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
旨
の
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

二
の
５
の
消
費
生
活
協
力
団
体
及
び
消
費
生
活
協
力
員
は
、
適
格
消
費
者
団
体
が
差
止
請
求
を
す
る
権
利
を
適
切
に
行

使
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
適
格
消
費
者
団
体
に
対
し
、
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

消
費
者
庁
長
官
は
、
緊
急
か
つ
重
点
的
に
不
当
な
景
品
類
及
び
表
示
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
等
の
事
情
が
あ
る

た
め
、
事
業
者
に
対
し
、
２
の
勧
告
等
を
効
果
的
に
行
う
上
で
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

委
任
さ
れ
た
権
限
（
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
等
の
権
限
に
限
る

）
を
当
該
事
業
者
の
事
業
所
管
大
臣
又
は
金
融
庁

。

長
官
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
消
費
者
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
は
、
政
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
消
費
者
安
全
法
の
一
部
改
正

１

都
道
府
県
は
、
市
町
村
の
消
費
生
活
相
談
等
の
事
務
の
共
同
処
理
等
に
関
す
る
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
都

道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
消
費
生
活
相
談
等
の
事
務
を
適
切
に
実
施
で
き
る
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、
消
費
生
活
相
談
員
を
消
費
生
活
相
談
及
び
あ
っ
せ
ん
の
事
務
に
従
事
さ
せ
る
も
の

と
し
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
市
町
村
以
外
の
市
町
村
は
消
費
生
活
相
談
及
び
あ
っ
せ
ん
の
事
務
に
従
事
さ
せ
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る
た
め
、
消
費
生
活
相
談
員
を
置
く
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
消
費
生
活
相
談
員
は
、
消
費
生
活
相
談
員
資
格

試
験
に
合
格
し
た
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
と
都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
市
町
村

長
が
認
め
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
消
費
生
活
相
談
員
資
格
試
験
に
合
格
し
、
か
つ
、
消
費
生
活
相
談
員
と
し
て
の
実
務
の
経
験
を
有

、

、

す
る
都
道
府
県
の
消
費
生
活
相
談
員
の
中
か
ら

市
町
村
が
行
う
消
費
生
活
相
談
及
び
あ
っ
せ
ん
の
事
務
の
実
施
に
関
し

助
言
等
の
援
助
を
行
う
者
を
指
定
消
費
生
活
相
談
員
と
し
て
指
定
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
機
関
は
、
消
費
者
安
全
の
確
保
の
た
め
の
取
組
を
効
果
的
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
関
係
機

関
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
消
費
者
安
全
確
保
地
域
協
議
会
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
、
同
協
議
会
は
、
消
費
生
活
上
特
に
配

慮
を
要
す
る
消
費
者
と
適
当
な
接
触
を
保
ち
、
そ
の
状
況
を
見
守
る
こ
と
等
の
取
組
を
行
う
。

５

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
民
間
の
団
体
又
は
個
人
の
う
ち
か
ら
、
消
費
生
活
協
力
団
体
又
は
消
費
生
活
協
力
員
を
委
嘱

す
る
こ
と
が
で
き
、
消
費
生
活
協
力
団
体
又
は
消
費
生
活
協
力
員
は
、
消
費
者
安
全
の
確
保
に
関
し
住
民
の
理
解
を
深
め

る
こ
と
等
の
活
動
を
行
う
。

６

内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
消
費
生
活
相
談
員
資
格
試
験
を
実
施
す
る
登
録
試
験
機
関
制
度
を
設
け
る
こ
と
と
し
、
内
閣
総
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理
大
臣
は
、
登
録
申
請
者
が
適
切
な
試
験
委
員
の
配
置
等
の
登
録
要
件
の
全
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
登
録
試
験
機

関
と
し
て
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
政
府
の
措
置

政
府
は
、
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
に
つ
き
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
一
年
以
内
に
、
課
徴
金
に
係
る
制
度
の
整

備
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

四
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

２

消
費
生
活
相
談
及
び
あ
っ
せ
ん
の
事
務
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
事
務
等
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
は
、
消
費
生
活
相

談
員
資
格
試
験
に
合
格
し
た
者
と
み
な
す
。

３

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。


